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講義２
エスノグラフィの研究データの特質と
研究倫理、研究データ管理計画
エスノグラフィの研究データ管理入門：オープンサイエンス時代のなかで



オープンサイエンス時代と、
エスノグラフィの研究データの特質

オープンサイエンス

公的資金による研究開発過程で生まれたデータは広く還元されるべきである、という考え方。

「ICTの活用により、オープン・アンド・クローズ戦略の下で研究成果の共有・公開を進め、研究

の加速化や新たな知識の創造などを促す取組」。

【参照】 ⽇本学術振興会 2024/2「科研費における研究データの管理・利活⽤について」

オープン・アンド・クローズ戦略

…研究分野ごとの特性に配慮した公開、共有、非公開、非共有、限定の判断。



エスノグラフィの研究データの特質

• 調査協力者に関する情報であり、広い意味での個人情報やその人の価値観・信

条、その他に調査協力者のコミュニティの文化的知識等、研究成果として公開す

る上で注意を要する情報を多く含み得る。特に調査協力者が社会的に脆弱な集

団（マイノリティ）に属すると考えられる場合には細心の配慮が求められる。

• 心理学や計量社会学等の社会科学分野の「データセット」とは異なっている。個
人情報等を収集段階で除去したり、分析後ただちに破棄したりするものではない。



研究データの特質と倫理

• 危険性の認識
……エスノグラフィの研究データの収集や公開には、調査協力者やコミュニティの権利

や尊厳を侵す危険性や、心理的負担や不快感を与えたり社会関係に悪影響を与えるリ

スクがある。

• 責任の認識
……研究データの収集や公開は、調査協力者の権利が必ず守られる範囲内で実施さ

れなければならない。そのために研究データの管理は適切に計画され、遂行される必要

がある。研究データの扱い方は調査協力者に開示されるべきである。

• 日本文化人類学会 2008/06/03「日本文化人類学会倫理綱領」https://www.jasca.org/onjasca/ethics.html

• American Anthropological Association. n.d. 'AAA Statement on Ethics: Principles of Professional Responsibility.' https://americananthro.org/about/policies/statement-on-
ethics/

https://www.jasca.org/onjasca/ethics.html
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研究データの特質と倫理

説明・許可・還元を認識する

• 調査開始前、研究データ収集時には、調査協力者によく説明した上で許可を得
ること。

• 研究者は、エスノグラフィの研究ライフサイクルの各ステップにおいて、調査協力
者への「説明責任」を果たす（現場に入る段階、現場調査の段階、成果を発表す

る段階）。利用時にも、調査協力者の同意を得ることが求められる。

• 研究データや研究成果を還元する。何が還元に繋がるか、どう還元できるかは、
それぞれの現場ごとに多様である。



研究倫理委員会に研究計画を申請する

フィールドワークの計画を作成する。研究データの特質に即した

適切なデータ管理計画を立てる。データの収集、保存、公開に関

する具体的な方針を明確にし、倫理的な配慮を徹底する。

最初のステップ

計画に沿って、研究倫理委員会に申請して許認可を得る。

人間科学研究科の社会学・人間学系の研究倫理審査は毎月実施。期限と提出物を確認し、

指導教員と相談して提出する。



研究倫理委員会に研究計画を申請する

フィールドワークの計画を作成する。研究データの特質に即した

適切なデータ管理計画を立てる。データの収集、保存、公開に関

する具体的な方針を明確にし、倫理的な配慮を徹底する。

最初のステップ

計画に沿って、研究倫理委員会に申請して許認可を得る。

人間科学研究科の社会学・人間学系の研究倫理審査は毎月実施。期限と提出物を確認し、

指導教員と相談して提出する。



データ管理計画（DMP）の作成

Data Management Plan
• 研究データの名称や概要、取り扱い方や公開・提供の方針を記載。

• 日本学術振興会の特別研究員（DC１・２）等の科研費では、研究開始にあたっ
てDMPを作成する。 ＊提出不要

• フィールドワーク前にDMPを立てる。

• 本学では、エスノグラフィ含む分野毎のDMP事例集を準備中。本教材と合わせ
て参考にしましょう。



研究データの取得・収集、
様々な個人情報の取り扱い

エスノグラフィの研究データの特質上、基本的には研究データは「非共有・非公開」とする。

＊指導教員や授業参加者等、教育を目的として、非常に限定的な共有は例外。

＊適切な研究デザインの上で公開、共有、オープン化（→講義５）

1. 氏名や固有名詞の匿名化（対応表の作成）

2. 写真や動画などへの顔の映り込みを防ぐ（肖像権）

3. 研究目的上本質的ではないと判断される、あまりにも個人的な情報や調査協力者の許可を得

られないデータは破棄する

⾮共有・⾮公開



研究データの保管方法を確認

1. 保存場所：クラウドサービス（本学のOne Drive）や、外付けHDDなど。クラウドサービスで

バックアップや共有は容易になる一方、セキュリティ対策を考慮。

2. 保存方法：データの容量、形式、画質、互換性を考慮する。e.g. 高画質の写真や動画の容

量と保存方法

アナログデータ…手書きのフィールドノーツ、メモ、文書、収集したモノの資料など

→アクセス制限、信頼性の高さ

デジタルデータ…PCで清書したフィールドノーツ、写真、動画、録音など

→保存場所、方法、容量など



海外フィールドワークと研究データ管理
渡航先国と受入大学のポリシー

•海外フィールドワークを計画している場合、研究データ管理計画は手
続き面でも重要。

•渡航先国での調査・研究ビザの取得が必要。
⇒ 各国での調査研究・研究データ管理に関するポリシーを確認しま

しょう。遵守すべき独自の規制、倫理基準、事前調整がある。



海外フィールドワークと研究データ管理
渡航先国のポリシー

確認ポイントの例

「現地の人々の伝統的な薬草の名前と分類、活用方法のデータ」

…… 生物多様性条約（CBD）の下、遺伝資源利用による利益は、保有国の財産

であるという考え。 ⇒ 薬草の知識のデータは財産。

参考）国立遺伝学研究所ABS学術対策チーム

＊その他、捜査、テロ対策や安全保障等を理由として、特定のデータの保管が問題視されたり、

フィールドノーツが現地政府の開示請求対象となる場合も稀にあるので注意。



• エスノグラフィの研究データ管理は、調査協力者のコミュニティにおけるルール、

慣習や価値観、調査ポリシー等をできるだけ事前に確認しましょう。

• ⇒コミュニティの文化や価値観、尊厳を尊重。調査協力者との信頼関係。

• e.g. ニュージーランドのマオリの人々

… 自らの固有の文化的知識・慣習への権利、肖像権、意匠権。マオリ以外の研

究者による調査研究 ⇒ 記録・持ち出しのできないデータ、ラポールを築いて

はじめてアクセスを許されるデータ。※必ず許諾を得られるとは限らない。

海外フィールドワークと研究データ管理
現地コミュニティと調査協力者の人々のルールや価値観

• 伊藤泰信 2007『先住民の知識人類学––––ニュージーランド＝マオリの知と社会に関するエスノグラフィ』世界思想社.
• 深山直子 2012『現代マオリと「先住民の運動」––––土地・海・都市そして環境』風響社.



事例：インドにおける薬草の知識の調査

• インド、生物多様性条約の下、厳格な
データベース管理体制。

•中空先生の調査協力者＝データを自ら
作る。データは知識であり、調査協力者

は知識の所有者である。

• エスノグラフィ内で言及される薬草の現

地名は匿名化処理。

• 中空萌 2019『知的所有権の人類学––––現代インドの生物資源をめぐる科学と在来知』世界思想社.

調査協力者＝データ・知識の所有者

人々の薬草の知識に関する調査

データ（薬草の名称等）の匿名化
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